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 近頃、犬の散歩に関するマナーについて、一部の方々から苦情が

寄せられています。 

 住民の皆様が気持ちよく生活できるよう、改めて犬の散歩に関す

るマナーについてご確認をお願いいたします。 

 
 
 

 

 

１・リードの着用 

 ・散歩中は必ずリードを着用してください。ノーリードの散歩はトラブルの原因となります。 

                              ノーリード絶対ダメ！！ 

２・排泄物の処理 

 ・散歩中に犬が排泄をした際は、必ず飼い主さんが責任を持って処理してください。排泄物

を放置すると、悪臭や景観を損ねることになります。 

 回収した排泄物は、自宅に持ち帰り適切に処理してください。  排泄物放置絶対ダメ！！ 

 

３・迷惑行為の防止 

 ・早朝・深夜の散歩は、騒音に配慮し、静かに行動してください。 

・公共の場では、犬を自由に走り回らない様にしてください。走り回る時はドックランをご

利用ください。     迷惑行為絶対ダメ！！ 

 

４・その他 

 ・狂犬病予防接種や、畜犬登録は必ず行いましょう。 

 ・犬の健康管理に気を配り、定期的なワクチン接種や健康診断を受けましょう。 

 

★ 犬は、飼い主さんにとってかけがえのない家族の一員です。しかし、犬を飼っていない方

にとっては、迷惑になることもあります。飼い主さんは、周囲への配慮を忘れず、責任を持

って行動しましょう。 
 

 

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 


